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府中市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 府中市体育施設条例施行規則（昭和３９年６月教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

 第１０条第２項中「プール（府中市民プールを除く。）」を「西府プール」に改

める。 

   付 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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参考（第１０条関係） 

府中市体育施設条例施 

 

新 

                                           

（プール等の開場期間及び時間） 

第１０条 省 略 

２ 西府プールの開場時間は、午前１０時から午後５時３０分までとし、入場時

間は、次のとおりとする。 

省 略 

   付 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

 

行規則新旧対照（抜粋） 

（    は、改正部分） 

旧 

                                        

（プール等の開場期間及び時間） 

第１０条 省 略 

２ プール（府中市民プールを除く。）の開場時間は、午前１０時から午後５時３

０分までとし、入場時間は、次のとおりとする。 

     省 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


